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令和４年における入管法違反事件について

１ 入管法違反事件

（１）概況〔別表１〕

令和４年中に、全国の地方出入国在留管理官署が出入国管理及び難民認定法（以下

「入管法」という ）違反により退去強制手続又は出国命令手続（以下「退去強制手。

続等」という ）を執った外国人は１万３００人で、令和３年と比較して７，７１２。

人減少した。

（注）出国命令手続とは、入管法違反者のうち、一定の要件を満たす不法残留者について、収容しな

いまま簡易な手続により出国させる制度である。

違反事由別 入管法違反事件の推移

令和２年 令 和 ３ 年 令 和 ４ 年
年

違反事由
１５，８７５ １８，０１２ １０，３００総 数

２２５ １８２ １７６不 法 入 国

５６ ５０ ６９不 法 上 陸

９６ ３７ ４４資 格 外 活 動

１４，４６５ １６，６３８ ９，１３７不 法 残 留

(６，８７４) (４，３６５) (３，８７７)（うち出国命令）

５０４ ５７４ ５２７刑罰法令違反

５２９ ５３１ ３４７そ の 他

（注）違反事由が２以上ある場合は、主たる違反事由による。

（２）摘発箇所

全国の地方出入国在留管理官署が実施した摘発の箇所数は５２０か所で、令和３年

と比較して３５３か所増加した。

摘発箇所数の推移

令和２年 令和３年 令和４年
年

摘発先別
３６１ １６７ ５２０総 数

６９ ３０ １３６稼 働 先

１８９ １０５ ２８０居 宅

１０３ ３２ １０４その他（路上等）

（３）国籍・地域別

退去強制手続等を執った外国人の国籍・地域は、８７か国・地域であり、ベトナム

が３，５６８人と最も多く、入管法違反者全体の３４．６パーセントを占めた。

また、ベトナムに次いで、中国（ 香港・その他」を除く。以下同じ 、「 。）

タイ、フィリピン、インドネシアの順となっており、これら５か国で全体の７５．５パ

ーセントを占めた。
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国籍・地域別 入管法違反事件の推移

令和２年 令和３年 令和４年年
国 籍 ・ 地 域 別

１５，８７５ １８，０１２ １０，３００総 数
(１１，１８８) (１２，９７９) (７，３８１)
６，２８６ ９，６６８ ３，５６８ベ ト ナ ム
(４，７７７) (７，２８８) （２，９２２)
３，１２７ ２，９１５ １，９６７中 国
(２，１６１) (２，０５５) (１，２８９)
１，４１０ １，０６４ ８６８タ イ
(６８７) (５３６) (４３０)

１，２２５ ８０４ ７８５フ ィ リ ピ ン
(５６５) (３９３) (３７７)

インドネシア １，０５９ ７２８ ５８５
(８６７) (５８５) (４８０)
９４ １１１ ２９７カ ン ボ ジ ア
(６１) (７７) (２０３)
４９０ ４９９ ２８９ネ パ ー ル
(３６１) (３５７) (２１０)
１７０ ２７４ ２７７ス リ ラ ン カ
(１４６) (２３０) (２３８)
２３７ ４０８ ２７０ト ル コ
(２１０) (２８３) (１７６)
３１６ ２１６ ２１３ブ ラ ジ ル
(２５３) (１７７) (１７４)

１，４６１ １，３２５ １，１８１そ の 他
(１，１００) (９９８) (８８２)

（注１） （ ）内は、男性で内数である。

（注２） 国籍・地域別順位は、令和４年を基準としたものである。

（４）在留資格別〔別表２〕

在留資格別では、最終在留資格が「短期滞在」であった者が３，０１９人と最も多

く、次いで「技能実習 「特定活動 「留学 「定住者」の順となっており、これら」、 」、 」、

５つの在留資格で入管法違反者全体の８２．１パーセントを占めた。

在留資格別 入管法違反事件の推移

令和２年 令和３年 令和４年
年

在 留 資 格 別

１５，８７５ １８，０１２ １０，３００総 数

(１１，１８８) １２ ９７９) (７，３８１)（ ，
４，６３５ ３，８７９ ３，０１９短 期 滞 在

(２，８８８) (２，４７８) (１，９７６)
４，２７９ ６，１６５ ２，４０６技 能 実 習

(３，１６５) (４，５１３) (１，９０３)
２，４６０ ３，０４７ １，９４３特 定 活 動

(１，８６７) (２，２３３) (１，４３８)
２，１０９ ２，４９６ ７５１留 学

(１，６９０) (２，０５６) (６１７)
４３５ ２８７ ３３９定 住 者

(３１２) (２２２) (２４２)
１，９５７ ２，１３８ １，８４２そ の 他

(１，２６６) (１，４７ ) (１，２０５)7
（注１） （ ）内は、男性で内数である。

（注２） 在留資格は、入管法違反者の最終の在留資格である。
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（注３） 「技能実習」は 「技能実習１号イ 「技能実習１号ロ 「技能実習２号イ 「技能、 」、 」、 」、

実習２号ロ 「技能実習３号イ」及び「技能実習３号ロ」を合算したものである。」、

（注４） 在留資格別順位は、令和４年を基準としたものである。

２ 不法就労事件

（１）概況〔別表３〕

退去強制手続等を執った外国人のうち、不法就労事実が認められた者は６，３５５人

で、入管法違反者全体の６１．７パーセントを占めた。

国籍・地域別 不法就労事件の推移

令和２年 令和３年 令和４年
年

国 籍 ・ 地 域 別
１０，９９３ １３，２５５ ６，３５５総 数
(７，９２３) (９，６３４) (４，６６４)
４，９４３ ７，８４５ ２，５２２ベ ト ナ ム
(３，８０１) (５，８９３) （２，１０１)
２，３６１ ２，４２５ １，３６０中 国
(１，６９３) (１，７４５) (９０９)
１，２５４ ９７５ ７５１タ イ
(６３１) (５１３) (３９２)
９３３ ６７８ ５３５インドネシア
(７８０) (５５５) (４５１)
６４９ ４８０ ４４２フ ィ リ ピ ン
(３３１) (２６４) (２３２)
５１ ６６ １４２カ ン ボ ジ ア
(３５) (５２) (１１３)
１６２ １７６ １０３ネ パ ー ル
(１２６) (１３８) (７８)
７１ ９８ ９３ス リ ラ ン カ
(６５) (９６) (９２)
１０９ １１８ ９１韓 国
(５６) (４２) (４０)
６５ ９０ ６５モ ン ゴ ル
(５３) (６３) (４１)
３９５ ３０４ ２５１そ の 他
(３５２) (２７３) (２１５)

（注１） （ ）内は、男性で内数である。

（注２） 国籍・地域別順位は、令和４年を基準としたものである。

（２）不法就労者の特徴

ア 国籍・地域

不法就労者の国籍・地域は、近隣アジア諸国を中心に４４か国・地域であり、ベ

， 、 ． 。トナムが２ ５２２人と最も多く 不法就労者全体の３９ ７パーセントを占めた

また、ベトナムに次いで、中国、タイ、インドネシア、フィリピンの順となって

おり、これら５か国で全体の８８．３パーセントを占めた。

イ 性別・年齢〔別表４〕

男女別では、男性が４，６６４人で不法就労者全体の７３．４パーセント、女

性が１，６９１人で同２６．６パーセントを占めた。

年齢別では、３０歳代が２，４１７人と最も多く、不法就労者全体の３８．０

パーセントを占め、次いで２０歳代が２，３６９人で同３７．３パーセント、４０歳代
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が９９４人で同１５．６パーセントを占めた。

ウ 就労期間〔別表５、６〕

就労期間別では、６月以下の者が１，６７６人で不法就労者全体の２６．４パー

セントを占め、次いで、１年超２年以下の者が１，２０２人で同１８．９パーセン

トを占めた。

エ 稼働場所（都道府県 〔別表７〕）

稼働場所（都道府県）別では、茨城県の１，２８３人を最多に、関東地区１都６

県（東京都、茨城県、千葉県、神奈川県、埼玉県、群馬県及び栃木県）で４，３０３

人となり、同地区が不法就労者全体の６７．７パーセントを占め、次いで、中部地

区９県（愛知県、静岡県、岐阜県、長野県、富山県、山梨県、福井県、新潟県及び

石川県）で１，０８８人となり、不法就労者全体の１７．１パーセントを占め、こ

れら２つの地区で不法就労者全体の８４．８パーセントを占めた。

また、４７都道府県すべてで不法就労者の稼働が確認された。

オ 就労内容〔別表８〕

就労内容別では、男性は「建設作業者」が１，７４９人と最も多く、次いで「農

業従事者」が１，１６４人 「工員」が５４３人の順となった。、

女性は「農業従事者」が６６２人と最も多く、次いで「工員」が２５３人 「飲、

食関連以外のサービス業従事者」が１９７人の順となった。

カ 就労内容別の稼働場所（都道府県 〔別表９〕）

稼働場所上位の都府県における就労内容の特徴として、茨城県は農業従事者の割

合が他の地域よりも高く、同県の不法就労者の６９．９パーセントに当たる８９７

人が農業従事者であった。

また、令和３年に引き続き、多くの都道府県で、建設作業者が一定の割合を占め

ていた。

キ 国籍・地域別の稼働場所（都道府県 〔別表１０〕）

稼働場所上位の都府県における国籍・地域別の特徴は令和３年と同様に、ベトナ

ムは特定の地域・都道府県に集中することなく、分散していた一方で、中国は関東

地区に、タイは関東地区の中でもとりわけ茨城県及び千葉県に多く確認された。

ク 報酬（日額 〔別表１１、１２〕）

報酬日額（月給、時給等については日額に換算したもの ）別では 「５千円超７。 、

千円以下」が２，７６０人と最も多く、次いで「７千円超１万円以下」が１，７９９人、

「３千円超５千円以下」が９５７人の順となった。

３ 被送還者

（１）概況

令和４年中に、全国の地方出入国在留管理官署が退去強制した外国人は４，７９５

人で、令和３年と比較して６７３人増加した。

（２）国籍・地域別

退去強制した外国人の国籍・地域は６６か国・地域であり、ベトナムが２，０１４
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人と最も多く、被送還者全体の４２．０パーセントを占めた。

また、ベトナムに次いで、中国、タイ、フィリピン、インドネシアの順となってお

り、これら５か国で全体の７９．４パーセントを占めた。

国籍・地域別 被送還者の推移

令和２年 令和３年 令和４年
年

国 籍 ・ 地 域 別
５，４５０ ４，１２２ ４，７９５総 数
(４，１８１) (３，２６４) (３，８０６)
２，２０６ １，７８１ ２，０１４ベ ト ナ ム
(１，８０３) (１，５１０) (１，７３９)

９８０ ８３２ ７８４中 国
(７６６) (６４４) (５７４)
３８２ ２２４ ４４８タ イ
(１９４) (１２７) (２５２)
３８２ ２１４ ３２１フ ィ リ ピ ン
(１９８) (１２８) (２０９)
２９５ １９１ ２３８インドネシア
(２３２) (１５８) (１９９)
１９７ １７０ １７２ネ パ ー ル
(１５７) (１２３) (１３６)
１４１ １０３ １２２ス リ ラ ン カ
(１３１) (９１) (１１３)
４９ ３５ ８６カ ン ボ ジ ア
(２９) (２４) (６８)
１１１ ８７ ７７ト ル コ
(９０) (５８) (６８)
１０６ ８２ ７４韓 国
(６５) (４７) (４０)
６０１ ４０３ ４５９そ の 他
(５１６) (３５４) (４０８)

（注１） （ ）内は、男性で内数である。

（注２） 国籍・地域別順位は、令和４年を基準としたものである。

４ 被退令仮放免者

（１）概況

仮放免は、健康上の理由で治療が必要な場合、あるいは難民認定申請や行政訴訟の

提起等の事情により速やかな送還の見込みが立たないような場合など人道上の配慮が

必要と判断される者に対して、就労の禁止や行動範囲の制限などの条件を付して認め

るものである。

また、近年では、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合に備え、収

容施設の収容余力を確保する観点から、仮放免を認めることがある。

令和４年末現在、退去強制令書の発付を受けた後に仮放免されている者（以下「被

退令仮放免者」という ）は３，３９１人で、令和３年末と比較して７８３人減少し。

た。

（２）国籍・地域別

被退令仮放免者の国籍・地域は６９か国・地域であり、トルコが６５０人と最も多

く、被退令仮放免者全体の１９．２パーセントを占めた。

、 、 、 、 、 、また トルコに次いで 中国 フィリピン イラン スリランカの順となっており
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これら上位５か国で全体の５６．３パーセントを占めた。

国籍・地域別 被退令仮放免者の推移

令和２年 令和３年 令和４年
年

国 籍 ・ 地 域 別

３，０６１ ４，１７４ ３，３９１総 数

(２，４１２) (３，３５８) (２，６４５)
４２０ ４５８ ６５０ト ル コ

(３３１) (３６５) (４７２)
２０９ ４８８ ４７０中 国

(１４３) (３７８) (３３４)
２２８ ３６３ ２７１フ ィ リ ピ ン

(１０５) (２１４) (１３７)
２５６ ２７６ ２６７イ ラ ン

(２４９) (２６９) (２５９)
１９５ ２３７ ２５１スリランカ
(１７２) (２１６) (２２７)
１４６ １５６ １６２パ キ ス タ ン

(１４４) (１５４) (１５７)
１４６ １５５ １５６ナイジェリア

(１３７) (１４７) (１４８)
１０９ １２５ １２９ブ ラ ジ ル

(９９) (１１５) (１１０)
４０６ ５３５ １２０ベ ト ナ ム

(３２７) (４６１) (９３)
８６ ９５ １０５バングラデシュ

(７６) (８９) (９７)
８６０ １，２８６ ８１０そ の 他

(６２９) (９５０) (６１１)

(注１) ( )内は、男性で内数である。

(注２) 国籍・地域別順位は、令和４年末現在を基準としたものである。



- 7 -

別 表 目 次

１ 入管法違反事件の推移

２ 在留資格別・入管法違反事件の推移

３ 不法就労者数の推移

４ 不法就労者の年齢別構成

５ 不法就労者の就労期間別構成

６ 不法就労者の就労期間別推移

７ 不法就労者の稼働場所別構成

８ 不法就労者の就労内容別構成

９ 不法就労者の就労内容別の稼働場所構成

１０ 不法就労者の国籍・地域別の稼働場所構成

１１ 不法就労者の報酬(日額)別構成

１２ 不法就労者の報酬(日額)別推移

注)別表における構成比(％)は表示桁数未満を四捨五入しているため、合計が１００．０％

とならない場合があります。



単位（人）
年

平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年
違反事由

総　数 16,269 19,386 15,875 18,012 10,300
　不法入国 409 349 225 182 176
　不法上陸 140 134 56 50 69

　資格外活動 476 255 96 37 44
　不法残留 14,353 17,627 14,465 16,638 9,137

(うち出国命令) (6,245) (8,713) (6,874) (4,365) (3,877)
刑罰法令違反 460 448 504 574 527

　その他 431 573 529 531 347

不法就労者 10,086 12,816 10,993 13,255 6,355

別表１　　入管法違反事件の推移
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別表２　　在留資格別・入管法違反事件の推移

単位（人）

平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

総数 16,269 19,386 15,875 18,012 10,300

短期滞在 5,304 6,367 4,635 3,879 3,019

技能実習 3,461 4,651 4,279 6,165 2,406

特定活動 2,566 3,238 2,460 3,047 1,943

留学 2,294 2,594 2,109 2,496 751

定住者 440 425 435 287 339

その他 2,204 2,111 1,957 2,138 1,842
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別表３　　不法就労者数の推移

単位（人）

平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

総数 10,086 12,816 10,993 13,255 6,355

男性 6,754 8,903 7,923 9,634 4,664
女性 3,332 3,913 3,070 3,621 1,691
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別表４　　不法就労者の年齢別構成

単位（人）
６０歳以上

１５歳
未満

２０歳
未満

２５歳
未満

３０歳
未満

３５歳
未満

４０歳
未満

４５歳
未満

５０歳
未満

５５歳
未満

６０歳
未満

６０歳
以上

総数 0 4 720 1,649 1,400 1,017 624 370 269 175 127

男性 0 2 572 1,351 1,072 689 399 225 173 106 75

女性 0 2 148 298 328 328 225 145 96 69 52
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別表５　　不法就労者の就労期間別構成
単位（人）

６月以下 １年以下 ２年以下 ３年以下 ５年以下 ５年超え 不詳 合計
総数 1,676 1,021 1,202 973 816 562 105 6,355
男性 1,302 750 843 698 588 400 83 4,664
女性 374 271 359 275 228 162 22 1,691

別表６　　不法就労者の就労期間別推移
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別表７　　不法就労者の稼働場所別構成

合計 男性 女性 単位（人）

総  数 6,355 4,664 1,691
1 茨城 1,283 864 419
2 千葉 890 638 252
3 愛知 701 511 190
4 埼玉 558 456 102
5 群馬 536 399 137
6 東京 529 390 139
7 大阪 283 232 51
8 神奈川 269 203 66
9 栃木 238 173 65
10 兵庫 143 131 12
11 長野 119 69 50
11 三重 119 93 26
13 岐阜 78 62 16
13 福岡 78 60 18
15 静岡 76 48 28
16 山梨 63 44 19
17 京都 32 26 6
18 福島 30 25 5
19 広島 20 16 4
20 宮城 18 16 2
20 新潟 18 14 4
22 岡山 16 13 3
23 滋賀 15 13 2
24 富山 14 11 3
25 福井 13 6 7
25 鹿児島 13 10 3
27 熊本 12 9 3
28 和歌山 9 7 2
28 山口 9 4 5
30 北海道 8 5 3
30 青森 8 8 0
30 沖縄 8 2 6
33 石川 6 4 2
34 奈良 5 5 0
34 徳島 5 5 0
34 大分 5 4 1
37 島根 4 3 1
37 佐賀 4 4 0
37 長崎 4 2 2
37 宮崎 4 3 1
41 岩手 3 3 0
41 山形 3 3 0
41 愛媛 3 2 1
44 秋田 1 1 0
44 鳥取 1 0 1
44 香川 1 0 1
44 高知 1 0 1

不定 99 67 32



別表８　　不法就労者の就労内容別構成

単位（人）

職種 農業従事者 建設作業者 工員
その他の

労務作業者
飲食関連以外の

サービス業従事者

飲食関連
サービス業従事者 その他 総数

全　体 1,826 1,764 796 484 329 94 1,062 6,355

単位（人）

職種 建設作業者 農業従事者 工員
その他の

労務作業者
飲食関連以外

のサービス業従事者
運搬労務作業者 その他 総数

男　性 1,749 1,164 543 391 132 87 598 4,664

　 単位（人）

職種 農業従事者 工員
飲食関連以外の

サービス業従事者

その他の
労務作業者

ホステス等接客業
飲食関連

サービス業従事者 その他 総数

女　性 662 253 197 93 78 55 353 1,691
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サービス業従事者

その他



別表９　　不法就労者の就労内容別の稼働場所構成

単位（人）
　　　　　職種

稼働場所
総数 農業従事者 建設作業者 工員

その他の
労務作業者

飲食関連以外
のサービス業

従事者

飲食関連
サービス業

従事者
その他

総 数 6,355 1,826 1,764 796 484 329 94 1,062

茨 城 1,283 897 151 77 42 35 6 75

千 葉 890 349 224 78 64 42 10 123

愛 知 701 51 304 105 62 40 9 130

埼 玉 558 58 235 85 60 26 7 87

群 馬 536 151 94 167 34 24 3 63

東 京 529 11 189 35 44 63 30 157

大 阪 283 6 107 26 49 14 6 75

神 奈 川 269 7 108 25 30 27 4 68

栃 木 238 67 49 59 17 14 4 28

兵 庫 143 3 50 25 8 7 2 48

そ の 他 925 226 253 114 74 37 13 208

注）　稼働場所は上位１０都府県



別表１０　　不法就労者の国籍・地域別の稼働場所構成

単位（人）
    　　国籍・地域

稼働場所
総数 ベトナム 中国 タイ インドネシア フィリピン カンボジア ネパール スリランカ 韓国 モンゴル その他

総 数 6,355 2,522 1,360 751 535 442 142 103 93 91 65 251

茨 城 1,283 300 287 312 213 70 29 10 22 8 8 24

千 葉 890 217 235 207 17 103 12 7 21 15 34 22

愛 知 701 349 131 4 101 37 2 15 7 1 8 46

埼 玉 558 254 139 35 24 47 6 6 6 4 4 33

群 馬 536 352 17 13 43 41 47 16 0 1 1 5

東 京 529 165 204 31 5 39 2 7 6 19 3 48

大 阪 283 182 60 6 4 4 1 3 3 13 0 7

神 奈 川 269 58 94 17 12 22 20 4 8 8 1 25

栃 木 238 102 18 34 17 22 18 13 6 3 0 5

兵 庫 143 109 21 0 8 2 0 0 0 0 0 3

そ の 他 925 434 154 92 91 55 5 22 14 19 6 33

注）　稼働場所は上位１０都府県



別表１１　　不法就労者の報酬（日額）別構成
単位（人）

３千円以下 ５千円以下 ７千円以下 １万円以下 ３万円以下 ３万円超え 不詳 総数
全体 220 957 2,760 1,799 94 12 513 6,355
男性 103 497 2,068 1,573 53 7 363 4,664
女性 117 460 692 226 41 5 150 1,691

別表１２　　不法就労者の報酬（日額）別推移
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